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（
平
成
二
六
年
四
月
二
日
法
律
第
一
六
号
）（
参
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
二
〇
日
・
参
議
院
本
会
議
）

○
藤
本
祐
司
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
を
代
表
し
て
、
そ
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
水
循
環
基
本
法
案
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

水
は
生
命
の
源
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
循
環
す
る
過
程
に
お
い

て
、
人
の
生
活
に
潤
い
を
与
え
、
産
業
や
文
化
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
、
都
市
部
へ
の
人
口
の
集
中
、
産
業
構
造
の
変
化
、
地

球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
動
等
の
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
水
循
環
が
変
化

し
、
そ
れ
に
伴
い
、
渇
水
、
洪
水
、
水
質
汚
濁
、
生
態
系
へ
の
影
響
等
、

様
々
な
問
題
が
顕
著
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
水
循
環
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
に
、
水
循
環
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
政
府
は
、
水
循
環
基
本
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

第
三
に
、
基
本
的
施
策
と
し
て
、
貯
留
・
涵
養
機
能
の
維
持
向
上
等
を

定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
四
に
、
内
閣
に
水
循
環
政
策
本
部
を
置
き
、
本
部
長
に
内
閣
総
理
大

臣
を
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
が
両
法
律
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
両
法
律
案
は
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
全
会
一
致
を
も
っ

て
起
草
、
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
二
七
日
）

○
梶
山
弘
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
水
循
環
基
本
法
案
は
、
水
循
環
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ

一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
、
水
循
環
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理

念
及
び
国
等
の
責
務
並
び
に
水
循
環
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
等

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
内
閣
に
、
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
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る
水
循
環
政
策
本
部
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

両
法
律
案
は
、
参
議
院
提
出
に
係
る
も
の
で
、
去
る
三
月
二
十
日
本
委

員
会
に
付
託
さ
れ
、
昨
二
十
六
日
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
全
会
一
致

を
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）　

参
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。


